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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

見直しに取り組む計画を策定。 

H22年 11月現在  93団体 

 

②法人形態の見直し 
(1)監理団体評価委員会から団体の収入に

占める法人税上の収益事業の割合が大

きく株式会社すべきであると報告のあ

った（財）大阪市交通局協力会について

は法人形態の見直しを実施し、その他の

団体についても、団体の統廃合・再編の

状況などを見ながら、法人形態の見直し

を検討する 

 

(2)同様に、報告団体及びその他の関連団

体のうち、財団法人及び社団法人につい

ては、今後調査・分析を行い、団体の収

入に占める法人税法上の収益事業の割

合が大きい団体について、法人形態の見

直しを検討する 

（財）大阪市交通局協力会を㈱大阪メト

ロサービスへ事業移管して解散した。 

 また、その他の団体についても法人形態

の見直しを検討し、（財）大阪市水道事業

サービス協会については、㈱大阪水道総合

サービスとして株式会社化を実施し、局か

らの受託事業に依存した体質から、より高

い自立性を有する経営体質への改善を図

っていくことにした。 

  

・（財）大阪市交通局協力会を㈱大阪メトロ

サービスへ事業移管して解散（19年 1月） 

・（財）大阪市水道事業サービス協会を株式

会社化し、㈱大阪水道総合サービスとし

て事業開始（20年 7月） 

・（財）大阪城ホール及び（財）大阪港埠頭

公社について、23年 4月の株式会社化に

向け、事業を受け継ぐ株式会社を設立 

（22 年 10 月）23 年 4 月の株式会社化の

準備完了（23年 3月） 

 

③組織運営体制の見直し 
(1)監理団体については、委託料・出資の

見直し、法人形態の見直しとあわせて、

派遣を継続する一定の考え方に該当し

ない場合、派遣職員を引きあげる（現在

の派遣者数の約8割程度は引きあげるこ

とになると見込まれる） 

 

(2)報告団体及びその他の関連団体への派

遣についても、派遣を継続する考え方を

明確にし、現在派遣している団体ごとの

状況を個々に精査し、可能な限り引きあ

げる 

 

(3)OB職員の再就職のあり方についての検

討を進めるとともに、大阪市の人的関与

と団体の組織運営体制の考え方を整理

する 

 派遣職員の引きあげを着実に推進し、人

的関与の適正化を図ることができた。 

派遣職員の引きあげ実績 

・監理団体  *目標達成 

17年 7月   1,545人 

22年 7月     243人 

       ▲1,302人 （84％） 

・報告団体及びその他の関連団体 

17年 7月    421人 

22年 7月      72人 

         ▲349人 （83％） 

 

 「大阪市退職者の外郭団体等への再就職

に関するガイドライン」を策定し、大阪市

の人的関与の考え方を整理するとともに

実施状況を毎年公表し、透明性を確保する

ことができた。 

加えて、22年度には「大阪市退職職員の

・「大阪市退職者の再就職状況の公表に関す

る要綱」を策定（18年 3月） 

・「大阪市退職者の外郭団体等への再就職に

関するガイドライン」を策定（18年 6月） 

・課長代理級以上の退職者の再就職状況、

外郭団体等役員への就任状況を公表 

（18年 9月～） 

・ガイドラインの实施状況を公表 

（18年 11月） 

・大阪市人材データバンクを設置 

（22年 10月） 
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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

再就職の取り扱いに関する要綱」に基づい

て、「大阪市人材データバンク」を設置し、

事務手続きの透明性等の確保に資するこ

とができた。 

Ⅳ 人材マネジメントの再構築 

 

１ 職員数の削減 

 

①職員採用の凍結。当面 5 年間で

5,000人を超える職員数を削減 

18年度より 5年間で、5,000人を超える削

減を行う 

この他、市大等の独立行政法人化により

2,000 人程度の削減をはかり、22年度には

職員数 3万人台を実現する 

〔職員採用についての考え方〕 

・一般行政職については、将来の大阪市を

支える優秀な人材について必要最小限

の範囲で採用する。 

チャレンジ精神や市民志向に富む優秀

な人材について採用する。合わせて受験

資格年齢を拡大していく。 

・専門的資格を要し正規職員として採用が

必要となる専門職については、退職者数

の動向を勘案しながらも、事務事業の見

直しや臨時的採用の活用により、最小限

の範囲で採用する。 

・技能職員については、他都市と比べて多

く、更なる事務事業の見直しの余地が大

きいため、採用しない。 

 目標を上回る職員数削減ができたが、22

年度以降も更なる取組を進める。 

 職員数の削減実績 

   17年 10月  47,608人 

   22年 10月  38,985人 

     削減累計：▲8,623人 

     （達成率 113％） 

 ※任期付職員を含めると 39,299人 

  （達成率 109％） 

 

（内訳） 

 事務事業の見直しによるもの 6,927人 

 市立大学・工業研究所の独立行政法事化

に伴うもの 1,696人 

職員数削減の経過（派遣職員含む） 

 17年 10月 1日 47,608人 

 18年 10月 1日 45,016人（▲2,592人） 

 19年 10月 1日 42,952人（▲2,064人） 

 20年 10月 1日 41,148人（▲1,804人） 

 21年 10月 1日 39,979人（▲1,169人） 

 22年 10月 1日 38,985人（ ▲994人） 

 

 

②共通管理業務の集約及び民間へ

の業務委託 

各局・区・事業所等に分散している共通管

理業務を集約・民間委託化し、共通管理業

務部門の職員数を大胆に削減する 

・業務集約に当たっては、これまでの業務

の進め方の抜本的な業務改革を行う。 

・共通管理業務の集約化により現金取扱事

務は廃止(口座払いの徹底)。 

総務事務センターを開設し、各局・区の

庶務業務を集約し、業務を民間委託化する

ことにより、職員を 5年間で 422人削減す

ることができた。 

・共通管理業務簡素化・集約化等基本計画 

 策定（18年 11月） 

・総務事務センター稼働（20年 10月） 

・勤務情報システム稼働（21年 2月） 

・文房具等共通物品の集中処理運用開始 

（21年 4月） 

・近接地出張処理の省力化（21年 10月） 

 

③監理団体等派遣職員の大幅な引

きあげ 

(1)監理団体については、委託料・出資の

見直し、法人形態の見直しとあわせて、

派遣を継続する一定の考え方に該当し

 派遣職員の引きあげを着実に推進し、人

的関与の適正化を図ることができた。 

派遣職員の引きあげ実績 

・監理団体等への派遣ポストの見直し实施

（18年度～） 

・職員の派遣状況を公表（18年度～） 
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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

ない場合、派遣職員を引きあげる（現在

の派遣者数の約8割程度は引きあげるこ

とになると見込まれる） 

 

(2)報告団体及びその他の関連団体への派

遣についても、派遣を継続する考え方を

明確にし、現在派遣している団体ごとの

状況を個々に精査し、可能な限り引きあ

げる 

・監理団体  *目標達成 

17年 7月   1,545人 

22年 7月     243人 

       ▲1,302人 （84％） 

・報告団体及びその他の関連団体 

17年 7月    421人 

22年 7月      72人 

         ▲349人 （83％） 

 

 監理団体等に職員を派遣する場合、その

必要性を公表することにより、職員派遣制

度の透明性を確保することができた。 

 

外郭団体等への派遣職員315人(H22.7)を、

平成 27年度までに 1／2以下とすることを

目標に見直しに取り組む計画を策定。 

 

④50歳からの早期退職制度の導入 
50歳から早期退職可能な制度を導入し、

退職時年齢が低い職員に対して、より高い

加算率を設定した退職手当割増制度を導

入する 

※対象年齢の引き下げと高い加算率の効

果的な組み合わせにより、高齢層の早期退

職を促し、トータルとして人件費を削減す

る。 

退職手当の早期退職特例加算制度の年

齢を、55歳以上から 50歳以上へ引き下げ、

加算割合についても 50歳を 20％とし、以

降 1 歳上がる毎に、2％ずつ逓減させると

ともに、高い加算率の効果的な組み合わせ

により、早期退職を促す制度とすることが

できた。 

 また、交通局においては、勤続 15 年以

上かつ満 35歳以上満 50歳未満の職員を対

象とした退職手当割増制度などを導入す

ることができた。 

 

・制度適用退職者数（市長部局、学校園含む） 

2,387人(18年度～22年度末) 

・制度適用退職者数（交通局） 

延べ 253人(17年度～22年度末) 

・制度適用退職者（水道局） 

 延べ 116人(17年度～22年度末) 

・制度適用退職者（病院局） 

 38人(21年～22年度末) 

・「職員の退職手当に関する条例」を改正 

（18年 10月） 
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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

 

２ 人材の弾力的

運用 

 

①職員の職種職域を転換(職員の

多能工化)し人事異動を拡大 

職員の能力を最大限活用するため、職員

の多能工化(一人の職員が複数の業務をこ

なす)を図るとともに、局と局・区をまた

がる大幅な人事異動に取り組む 

(1)人事異動の活性化、職員の多能工化を図

り、職員の意欲を高めるため技能職員の

職種を一本化し、局と局等をまたがる人

事異動を促進する 

 

(2)一般行政職員は、採用後 10 年の期間毎

に 2回は局と局、局と区間の人事異動を

経験させるルールなど、従前の規模を大

幅に上回る人事交流を実施 

技能労務職員の職種・勤務内容を再編整

備し、19 種類の職種を技能職員に一本化

し、局から区への配置転換などを実施する

ことができた。 

・技能職員の異動者数 

延べ 1,149人(18年 4月～22年 4月) 

 

一般行政職員については、新たな人事交

流基準を策定し、従前基準での人事異動を

上回ることができた。 

・17年度（従前基準）348人 

・18年度：602人 ・19年度：648人 

・20年度：604人 ・21年度：586人 

・22年度：460人 

・技能労務職員の再編整備、職種を技能職

員に一本化（18年 4月） 

・一般行政職員の新たな人事異動基準を策

定（18年 3月） 

 

②勤務形態の多様化 
勤務形態の多様化のため、法改正の働き

かけも含め新たな制度構築に取組む 

大幅な人員削減を進める一方で、新たに求

められる行政ニーズに迅速・的確に対応す

るための公務能率の向上を図るため、ま

た、尐子高齢化の進展による育児・介護等

の個人的事情への配慮等の観点より、多様

な勤務形態の導入について検討する。 

時間休暇制度や早出・遅出勤務制度の導

入を図るとともに、育児・介護などに対す

る対応についても制度化を図ることで勤

務形態の多様化に対応することができた。 

・夜間大学への通学や育児・介護に関わる

職員に対する仕事との両立を支援するた

めの職務免除を新設（18年 4月） 

・時間休暇制度の導入（20年 4月） 

・早出、遅出勤務制度の導入（20年 4月） 

・育児短時間勤務制度の導入（20年 4月） 

・育児休業法の改正に伴う育児休業等の制

度の改正（22年 6月） 

 

③局部長ポスト等経営層や専門的

分野への外部人材の登用、庁内

公募の拡大 

局部長級ポストなど経営層や専門的技

術が求められるポストに公募も活用しな

がら外部人材を登用する 

(1)登用ポスト及び求める人材を明確に

し、人材を活用 

 

(2)意欲ある職員の能力を最大限発揮さ

せ、行政サービスの向上に資するため、

庁内公募を拡大する 

 

(3)民間企業等への派遣についても庁内公

募を拡大するとともに、外部人材の登用

に取組む 

庁内公募については、区長を含めた部長

級ポストまで範囲を拡大し実施し、職員の

能力開発を行うとともに専門分野への外

部人材の登用も行うことにより行政サー

ビスの向上を図ることができた。 

庁内公募の実施 

18年度～22年度 延べ 215業務 

外部人材の登用（主な登用実績） 

・局長級：総務局 IT改革監 

・部長級：水道局ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改革担当部長 

・課長級：特定課題監査担当課長・美術館

学芸担当課長・広報主幹など 

庁内公募の实施 

18年度：53業務 

19年度：41業務 

20年度：46業務 

21年度：38業務 

22年度：37業務 

23年度：41業務 


